
令和　６年　９月１１日

高橋建設工業（株）

水戸市双葉台５－８１１－２

Ｒ５那珂川右岸下伊勢畑上流地区外築堤工事

茨城県常陸大宮市上伊勢畑地先、茨城県常陸大宮市下伊勢畑地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　４月　１日

工 期 (至) 令和　７年　３月１７日

２３４，１９０，０００円（税込み）

＋　２，１０１，０００円（税込み）

２３６，２９１，０００円（税込み）

工事請負契約書第６２条の規定に基づく
令和６年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等によ
る変更

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工事請負契約書第６２条の規定に基づく
令和６年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等によ
る変更

工 事 種 別

工 事 場 所

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称



令和　７年　３月１２日

高橋建設工業（株）

水戸市双葉台５－８１１－２

Ｒ５那珂川右岸下伊勢畑上流地区外築堤工事

茨城県常陸大宮市上伊勢畑地先、茨城県常陸大宮市下伊勢畑地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　６年　４月　１日

工 期 (至) 令和　７年　３月３１日

　２３６，２９１，０００円（税込み）

＋　２０，５７０，０００円（税込み）

　２５６，８６１，０００円（税込み）

1　付帯道路工（上伊勢畑地先）
　土砂運搬に伴い、道路補修の必要が生じたため増工する。
2　構造物撤去工（上伊勢畑地先）
　土砂運搬に伴い、道路補修の必要が生じたため増工する。
3　仮設工（上伊勢畑地先、下伊勢畑地先）
　協議により、交通誘導員を増工する。
4　共通仮設費（上伊勢畑地先、下伊勢畑地先）
協議により、快適トイレの追加による営繕費、保守管理(ICT)・ｼｽﾃﾑ初期費・遠隔臨場の追加による技術管
理費を増工する
5　河川土工（下伊勢畑地先）
　協議により、築堤（ICT）へ変更するため増工する。　協議により、令和６年１１月以降の土砂運搬距離
の変更によって土砂等運搬を増工する。
6　法覆護岸工（下伊勢畑地先）
　現地踏査により、植生工を増工する。
7　付帯道路施設工（下伊勢畑地先）
　関連工事との調整の結果により、付帯道路施設工を増工する。

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

1　付帯道路工（上伊勢畑地先）
2　構造物撤去工（上伊勢畑地先）
3　仮設工（上伊勢畑地先、下伊勢畑地先）
4　共通仮設費（上伊勢畑地先、下伊勢畑地先）
5　河川土工（下伊勢畑地先）
6　法覆護岸工（下伊勢畑地先）
7　付帯道路施設工（下伊勢畑地先）

工 事 種 別

工 事 場 所

（第3回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


